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はじめに 

１．地域医療構想策定の背景 

長野県では、団塊の世代が全て 75歳以上となる 2025 年（平成 37年）に、総人口に占める 75

歳以上の割合が初めて 20％を超え、５人に１人が 75歳以上になると見込まれています。一方で、

15歳から 64歳までの生産年齢人口は 2010年（平成 22年）から 2025年までの 15年間で 128万

人から 108万人へと 20万人減少すると推計されています。 

高齢化の進展に伴い、今後とも医療や介護を必要とする方がますます増加することから、将来

を見据え、限られた医療・介護資源を有効に活用し、必要な医療・介護サービスを確保していく

ことが課題となっています。特に、高齢化が進むと、がんなどを原因とする慢性疾患を中心とす

る医療ニーズの増大が見込まれるため、ニーズに対応した病床の機能分化と連携を推進すること

により入院医療機能の強化を図るとともに、患者の状態に応じて退院後の生活を支える在宅医療

等の充実を図ることが求められています。 

また、生産年齢人口の減少により、今後とも不足が懸念される医療・介護人材の確保を図って

いく必要があります。 

なお、老年人口の増加には地域差があり、地域によっては既に老年人口が減少期に入っている

ところもあるため、地域の実情に応じて将来の医療・介護の提供体制を一体的に考えていくこと

が必要です。 

 

２．地域医療構想策定の意義 

地域医療構想は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていくため、地域に必要とされる医

療サービスの維持・充実を図りつつ、将来の医療需要に応じた医療提供体制の構築に向け、関係

者が自主的な取組を進めるための構想です。 

地域医療構想により、医療を受ける側にとっては、地域の医療提供体制が見える化され、自身

に最適な受療行動を考えるきっかけとなるとともに、行政や医療提供者による取組により、地域

において安心して、安定的に医療サービスを受けられるようになることが期待されます。 

また、医療提供者である医療機関にとっては、県が設けた地域医療構想調整会議等において、

将来の医療需要の見込みや制度の動向等の情報を共有することにより、地域の医療提供体制をど

のようにしていくのか話し合っていくことが期待されます。 

 

３．病床数の必要量の推計値に関する留意点 

病床数の必要量の推計については、ＮＤＢ※１やＤＰＣデータ※２等により医療に関する様々な

データが国に蓄積され、将来の医療需要について実績に基づいた推計ができるようになったこと

を踏まえて行うものです。 

国が定めた推計方法は、単に現在の入院患者の状況を将来の推計人口に当てはめるのではな

く、比較的医療ニーズの低い患者を病床以外の介護施設等での療養を含めた在宅医療等※３で対応

可能としたり、全国的に大きな地域差がある療養病床の入院受療率について、その地域差を縮小

させるなど、一定の仮定等を加えて推計します。 

病床数必要量の推計値の意義は、将来の医療提供体制について、医療関係者をはじめ、介護関

係者や医療を受ける住民の方々に一緒に考え行動していただくための参考値であり、病床数の削

減目標といった性格を持つものではありません。 

重要な事は、関係者が将来の姿を見据えつつ、医療機関の自主的な選択により地域の病床機能

が収れんされていくというアプローチです。  
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第１節 地域医療構想の基本的事項 

１．地域医療構想の位置付け 

○ 地域医療構想は、2014 年（平成 26 年）６月に制定された「地域における医療及び介護の総

合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」の施行に伴う医療法の改正によ

り医療計画に定める事項として位置付けられました。 

○ 医療計画は、地域の実情に応じて都道府県における医療提供体制の確保を図るために策定す

るものであり、５疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患）と５事業（救急医

療、災害時における医療、へき地医療、周産期医療、小児医療（小児救急を含む。））及び在宅

医療に係る目標、医療連携体制及び住民への情報提供推進策等について定めるものです。 

○ 本県では、医療計画として第６次長野県保健医療計画(平成 25～29年度)を推進していること

から、地域医療構想はその一部（追記）とします。 

 

○ 地域医療構想は以下の県計画と整合性を図ります。 

・長野県高齢者プラン 

・長野県医療費適正化計画 

・医療介護総合確保促進法に基づく県計画 

 

２．地域医療構想に記載する内容 

地域医療構想では医療法第 30条の４により次の事項を定めることとされています。 

○ 構想区域ごと 2025年度（平成 37年度）における機能区分※４ごとの病床数の必要量 

○ 構想区域ごと 2025年度の施設などを含む居宅等における在宅医療等の必要量 

○ 地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ ＮＤＢ 

NDB（National Database）とは、レセプト情報・特定健診等情報データベースの呼称のこと。高齢者の医療の確保に関する法律

第16条第２項に基づき、厚生労働大臣が医療保険者等より収集する診療報酬明細書及び調剤報酬明細書に関する情報並びに

特定健康診査・特定保健指導に関する情報をＮＤＢに格納し管理している。 

※２ ＤＰＣデータ 

DPC（Diagnosis Procedure Combination）とは、診断と処置の組み合わせによる診断群分類のこと。DPCを利用した１日当たり包

括支払い制度参加病院は、退院した患者の病態や実施した医療行為の内容等についての調査データを全国統一形式の電子

データとして提出している。 

※３ 在宅医療等 

居宅のほか特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、その他医療を受

ける者が療養生活を営むことができる場所であって、現在の病院・診療所以外の場所において提供される医療を指す。 

※４ 機能区分 

高度急性期、急性期、回復期、慢性期の４機能区分のこと（21ページ参照）。 

 


